
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
三
号

国
有
の
会
議
場
施
設
の
管
理
の
委
託
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法

１
　
政
府
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七

十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
有
財
産
で
あ
る
国
際

会
議
場
施
設
（
そ
の
敷
地
を
含
む
。
）
で
京
都
市
左
京

区
松
ケ
崎
に
存
す
る
も
の
の
管
理
を
、
当
該
施
設
の
所

在
地
を
そ
の
区
域
と
す
る
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
そ
の

関
係
地
方
公
共
団
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
の
管
理
上
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十

三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
物
品
で
当
該
施
設
に
備
え

付
け
る
も
の
を
当
該
地
方
公
共
団
体
に
無
償
で
貸
し
付

け
、
又
は
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
の
委
託
を
受
け
た
地
方
公

共
団
体
（
以
下
「
管
理
受
託
者
」
と
い
う
。
）
は
、
管

理
の
委
託
を
受
け
た
施
設
（
以
下
「
受
託
施
設
」
と
い

う
。
）
を
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
の
委
託
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
受
託
施
設
の
管
理
に
関
し
通
常
必
要
と
す

る
費
用
は
管
理
受
託
者
の
負
担
と
し
、
受
託
施
設
の
収

益
行
為
か
ら
生
ず
る
収
入
は
管
理
受
託
者
の
収
入
と
す

る
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
受
託
者
が
そ

の
委
託
を
受
け
た
事
務
を
他
の
者
に
行
な
わ
せ
る
場
合

に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
そ
の
他
第
一
項
の
委

託
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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